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子
ど
も
医
療
費
制
度
は
、高
校
３

年
生
ま
で
の
お
子
さ
ま
を
対
象
に
、医

療
費
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

対
象
は
、町
内
に
お
住
ま
い
の

す
べ
て
の
０
歳
〜
18
歳
の
お
子
さ
ま

　

保
護
者
の
所
得
に
関
係
な
く
、日

高
町
内
に
住
所
を
有
す
る
０
歳
～
18

歳（
出
生
か
ら
高
校
３
年
生
終
了
時

ま
で
）の
お
子
さ
ま
が
対
象
で
す
。

医
療
費
の
助
成（
外
来
・
入
院
）

　

通
院
と
入
院
に
か
か
る
保
険
診
療

の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す
。

※
入
院
中
の
食
事
代
、保
険
の
き
か

な
い
差
額
ベ
ッ
ド
料
等
は
助
成
対

象
外
。

町
へ
の
申
請
が
必
要
で
す

　

申
請
時
に
必
要
な
も
の

　

・
健
康
保
険
証

　

出
生
届
や
転
入
届
と
一
緒
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、転
入
さ
れ
た
場
合
は
、前
住

所
地
で
の
課
税
証
明
書
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、対
象
の
お
子
さ
ま
、ま
た
は

保
護
者
の
氏
名
変
更
、転
居
、加
入
し

て
い
る
医
療
保
険
の
変
更
、お
子
さ

ま
の
婚
姻
等
の
際
は
、必
ず
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
を
受
け
る
と
き

◆
和
歌
山
県
内
の
医
療
機
関
で

　
　
　
　
　
　
　
　
受
診
す
る
と
き

　

医
療
機
関
の
窓
口
へ
、子
ど
も
医

療
費
受
給
者
証
と
健
康
保
険
証
を
出

し
て
く
だ
さ
い
。保
険
診
療
の
自
己

負
担
分
は
、町
へ
請
求
さ
れ
ま
す
の

で
、本
人
の
支
払
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
和
歌
山
県
外
の
医
療
機
関
で

　
　
　
　
　
　
　
　
受
診
す
る
と
き

１�
医
療
機
関
の
窓
口
へ
、健
康
保
険

証
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２�

保
険
診
療
、保
険
外
診
療
に
か
か

わ
ら
ず
自
己
負
担
分
を
支
払
い
、

保
険
点
数
が
確
認
で
き
る
領
収
書

な
ど
を
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

３�

子
育
て
福
祉
健
康
課
窓
口
へ
、領

収
書
、受
給
資
格
証
、健
康
保
険

証
、金
融
機
関
の
通
帳
を
ご
持
参

の
う
え
、支
給
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

申
請
額
を
審
査
し
、後
日
決
定
額

を
支
給
し
ま
す
。

　

な
お
、申
請
は
診
療
日
か
ら
５
年

以
内
に
お
願
い
し
ま
す
。５
年
を
過

ぎ
る
と
無
効
に
な
り
ま
す
。

子
ど
も
医
療
費
制
度

の
ご
案
内

　

要
介
護
・
要
支
援
の
介
護
認
定
を

受
け
ら
れ
た
方
で
、住
み
慣
れ
た
自

宅
で
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に
介
護
保

険
を
利
用
し
た
小
規
模
な
住
宅
改
修

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

工
事
が
介
護
保
険
の
対
象
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
た
場
合
、20
万
円
を
上

限
に
改
修
費
の
う
ち
利
用
者
負
担
の

割
合
分（
１
割
、２
割
、３
割
）を
除
い

た
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

☆
介
護
保
険
の
対
象
と
な
る
工
事

�

・
手
す
り
の
取
り
付
け

�

・
段
差
の
解
消

�
・
滑
り
に
く
い
床
材
へ
の
変
更

�
・
和
式
ト
イ
レ
か
ら
洋
式
ト
イ
レ
へ

の
便
器
の
取
り
替
え

�

・
開
き
戸
か
ら
引
き
戸
へ
の
扉
の
取

り
替
え（
新
築
・
改
築
は
対
象
外

に
な
り
ま
す
。）

　

改
修
対
象
と
な
る
住
宅
は
、被
保

険
者
の
住
所
地
に
限
り
ま
す
。

ご
存
じ
で
す
か
？

介
護
保
険
を
利
用
し
た

住
宅
改
修
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
を
健
全
に
運
営

し
、こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ま
が
安
心
し

て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
、重
複
受

診
、多
剤
服
薬
を
控
え
る
な
ど
、医
療

費
の
適
正
化
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

当
町
で
は
、新
年
度
の
保
険
証
送

付
時
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望

カ
ー
ド
を
、ま
た
、年
に
２
回
、後
発

医
薬
品
利
用
差
額
通
知
を
送
付
し
て

い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、こ
の
機
会
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
ご
利
用
を
ご
検
討
く
だ

さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

い
き
い
き
長
寿
課

　
（
☎
６
３・
３
８
０
７
）

医
療
費
の
適
正
化
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

子
育
て
福
祉
健
康
課

　
（
☎
６
３・
３
８
０
１
）

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

い
き
い
き
長
寿
課

　
（
☎
６
３・
３
８
０
７
）

　

介
護
支
援
専
門
員

　
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
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　11月下旬から12月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用された場
合、１か月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方を対象
にジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています。
　患者負担の軽減や医療保険財政の改善には、ジェネリック医薬品の普及が重要です。
この機会に、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。

　このお知らせは、現在処方を受けているお薬をジェネリック医薬品に切り替えた場
合に自己負担額が軽減できることをお伝えするもので、切り替えを強制するものでは
ありません。

　お薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。切
り替えを希望される方は、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。

【お問い合わせ先】
　和歌山県後期高齢者医療広域連合
　和歌山市吹上２丁目１番２２号　日赤会館９階（☎０７３・４２８・６６８８）

後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ

ジェネリック医薬品使用促進の

お知らせをお送りしています

　

健
康
診
査
は
令
和
５
年
２
月
末
日

ま
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

受
診
券
を
お
持
ち
の
方
で
、
ま
だ

健
康
診
査
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
ご
自
身
の
健
康

状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

〇
健
康
診
査

　
対
象
者
　

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者

　
検
査
項
目
　

　【
皆
さ
ま
に
実
施
す
る
項
目
】

　
　

�

問
診
、
計
測（
身
長
・
体
重
・
Ｂ

Ｍ
Ｉ
・
血
圧
）、
診
察（
身
体
診

察
）、血
液
検
査（
脂
質
・
肝
機
能
・

糖
代
謝
・
腎
機
能
・
貧
血
等
）、

尿
検
査（
糖
・
蛋
白
・
潜
血
）

　【
医
師
が
必
要
と
判
断
し
た
方
に

　  

追
加
で
実
施
す
る
項
目
】

　
　

心
電
図
検
査
、
眼
底
検
査

　
実
施
場
所

　
　

受
診
券
と
同
封
の
実
施
医
療
機

　
　

関
一
覧
に
記
載
さ
れ
て
い
る
医

　
　

療
機
関

　
費
用　
無
料

〇
歯
科
健
康
診
査

　
対
象
者

　
　

令
和
４
年
３
月
末
で
75
歳
、
80

　
　

歳
、
85
歳
お
よ
び
90
歳
以
上
の

　
　

被
保
険
者

　

※
対
象
の
方
に
は
５
月
末
に
受
診

　
　

券
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
検
査
項
目

　
　

�

問
診
、
口
腔
内
診
査（
歯
の
状

態
・
か
み
合
わ
せ
の
状
態
・
口

腔
衛
生
状
況
、
歯
周
組
織
の
状

況
、口
腔
乾
燥
、粘
膜
の
異
常
）、

口
腔
機
能
検
査（
か
む
能
力
・

舌
機
能
・
飲
み
込
む
力
）

　
実
施
場
所

　
　

受
診
券
と
同
封
の
実
施
医
療
機

　
　

関
一
覧
に
記
載
さ
れ
て
い
る
医

　
　

療
機
関

　
費
用　
無
料

　

受
診
券
等
の
紛
失
や
ご
不
明
な
点

は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
〒
６
４
０－
８
１
３
７

　

和
歌
山
市
吹
上
２
丁
目
１
番
22
号

　
（
☎
０
７
３・４
２
８・６
６
８
８
）

後
期
高
齢
者
の
皆
さ
ま
へ

健
康
診
査
は

受
け
ら
れ
ま
し
た
か
？
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